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  環 境 課 長        塩 﨑 康 弘 
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会計管理者兼会計課長    山 田 英 彦 

選挙管理委員会・監査委員事務局長 

              藤 重 深 雪 

農業委員会事務局長     田 中 良 久 

教育委員会 

教  育  長    河 野   潔 
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○議長（安東正洋君）  皆さん、おはようございま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、第29号議案から第35号議案まで及び第

３号報告から第５号報告まで並びに報第１号から報

第５号までを一括議題といたします。 

 この際、議員各位にお知らせをいたします。 

 質疑及び質問に関連して、16番、大石忠昭君から

令和６年第２回豊後高田市議会定例会会議録（第２号） 
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資料要求があり、市長に提出依頼をしたところ、お

手元にお配りのとおり提出がありましたのでご了承

願います。 

 議案質疑通告表の順序により、16番、大石忠昭君

の発言を許します。 

 大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  皆さんおはようございます。

日本共産党の大石忠昭です。 

 ６月議会には市長から議案や報告などが提案され

ておりますが、私はそのうち、６件16項目について

質疑をいたします。持ち時間が１時間でありますの

で、なるべく１時間でこの項目をこなしたいと思い

ますので、ご協力をお願いします。 

 最初は第29号議案、一般会計の補正予算ですが、

今回は約5,900万円の補正です。その補正予算に対し

て、私は歳入で２件、歳出で５件質疑をいたします

ので、市民に分かるように簡潔に答えていただきた

いと思います。 

 最初１番は、歳入の農山漁村振興交付金が、191

万3,000円減額が提案されています。３月の議会で当

初予算を提案して可決しているんですけども、僅か

の間に約200万円減額するというのはなぜかなあと。

と言いますのが、市民の間ではですね、高田におい

て財政問題は大丈夫かなと心配する真面目な声があ

るんですよ。 

 市長や議員の努力によって高田の場合、財政的に

は県下でも最もいい一般会計の状況というのは３年

間続いておりますし、基金もため込んでおりますか

ら私は大丈夫だと思うけど心配しますんでね、そう

いう中で、今回、何で６月補正で国からの補助金が

200万円減るんかなあというのが疑問ですので、簡単

でいいですから答えてください。 

 ２つ目はですね、今回、前年度からの今年度に対

する繰越金として約2,000万円提案されていますわね。

これはまだ昨年度の繰越金が幾らであるかというこ

とは公表されていないんでね、昨年度からの繰越金

が幾らあって、そのうち、今回約2,000万円補正して、

あと残りがどれだけあると。法的積立金もあって、

実際にあとどれくらいは市民のために使えるんだと

いう、財政的に市民が関心がありますのでね、説明

をしてもらいたい。 

 ３番目は歳出に入りますが、65歳以上の新型コロ

ナウイルスのワクチン接種について、皆さんご承知

のように、今年の３月末でワクチン接種は国の事業

が終わって、いわゆる自己負担に変わることになり

ましたが、今回提案されているのは約4,300万円です。

これに対する事業内容をね、市民に分かるように簡

潔に説明してもらいたいと思います。 

 それから４番目は、農山漁村イノベーション等整

備事業について、今回、また800万円の事業費の追加、

事業費が増加する予算になっていますが、これも当

初予算で事業費を出して、また僅か３か月の間に800

万円上がるというのはどういうことなのかね、説明

してください。 

 それから５番目は、自給飼料基盤活用推進事業費、

これは大分県の新規の事業です。だから当初予算に

は入っていないと思うのですが、約320万円の事業に

ついて説明してください。 

 それから６番目の肉用牛担い手確保総合対策事業

についても、今回、これは従来からの事業と思うん

ですが、約400万円の追加補正になっていますが、こ

の説明。 

 最後、７番の住宅耐震化の補助金が、今回120万円

追加補正になりました、この事業内容など。 

簡潔に７項目述べていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  農業振興課長、川口達也君。 

○農業振興課長（川口達也君）  それでは、第29号

議案のうち、まず歳入部分の農山漁村振興交付金に

ついてお答えします。 

 本交付金については、現在、田染真木地区に整備

を予定している、そば店舗兼住宅施設について、建

築部分の面積等を対象に補助基準額の２分の１につ

いて交付されるものとなっています。 

 事業申請時において、施設面積を140平米で申請し

ておりましたが、施設の設計が確定したところで、

交付対象となる施設面積が126.81平米となり、申請

時点から減少したため、それに応じて交付金が減と

なったものです。 

 次に、歳出部分の農山漁村発イノベーション等整

備事業費についてですが、この本補正予算は、先ほ

どの農山漁村振興交付金と同様、田染真木に予定し

ている施設に関し、工事内容の一部変更等を行うも

のです。 

 増額の内訳ですけれども、今後の真木大堂を含め

た観光客の増などを見据え、大型バス等が県道から

駐車場に進入する際、よりスムーズに進入できるよ

う、県道との接合部から駐車場内までの乗り入れ口

を拡張整備を追加、それから建設予定となっており

ます公共駐車場内の建設予定地に一部地盤が弱い部
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分が確認されたことによる地盤改良事業、それに伴

う浄化槽設置に係る工事変更、その他施工に係る経

費・労務費の増により、全体で823万8,000円の増が

生じたことから、追加補正を行うものです。 

 次に、自給飼料基盤活用推進事業費についてです

が、本事業は、県単独事業による今年度からの新規

事業であり、放牧による肉用牛繁殖経営を始める新

規就農者や規模拡大に取り組む農家に対し、放牧地

の整備、水源確保、放牧資材購入費等に係る経費の

うち、補助対象経費分の県３分の１、市６分の１、

県・市で合わせて２分の１を助成するものです。 

 今回、新規就農予定者１件、既存農家２件の計３

件の農家が行う放牧地整備、水源確保――ボーリン

グ事業ですけども、脱柵防止用の電気柵設置等に対

し、県・市補助分322万1,000円を新たに計上するも

のです。 

 次に、肉用牛担い手確保総合対策事業費について

ですが、肉用牛の新たな担い手を確保するため、新

規就農者を対象に繁殖雌牛の導入や、牛舎新築及び

改修に係る費用について補助対象事業費分の県と市

が各８分の３、県と市で合わせて４分の３を助成す

るものです。 

 今年度、県において事業対象が舎飼いのみから放

牧事業も追加されたため、当初予算に計上していた

１件分に、放牧での新規就農予定者を加えた２件の

農家が行う繁殖雌牛の導入や、簡易牛舎整備等に対

し、県・市補助分339万8,000円を追加補正するもの

です。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  第29号議案のうち、前

年度繰越金についてお答えします。 

 令和５年度一般会計の歳入決算総額と歳出決算総

額の差でございます形式収支額から、翌年度に繰り

越すべき財源を差し引いた実質収支額は４億177万

6,601円となり、これを令和６年度に繰り越したとこ

ろでございます。 

 このうち、６月補正までに予算化した額1,954万

4,000円と、今後の法定積立予定額２億88万9,000円

を差し引いた残額は１億8,134万3,601円でございま

す。この繰越金につきましては、今後補正予算の財

源として活用する予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  健康推進課長、近藤直樹君。 

○健康推進課長（近藤直樹君）  それでは、第29号

議案のうち、65歳以上の新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業費のご質疑にお答えいたします。 

 昨年５月に新型コロナウイルス感染症の法的位置

付けが５類となり、季節性インフルエンザと同様の

Ｂ類定期接種として、今年度秋以降に新型コロナウ

イルスワクチンの予防接種が予定をされております。 

 この５類移行後のＢ類定期接種の対象は65歳以上

の方、それから60歳から65歳未満の心臓や腎臓、ま

たは呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活

が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障

がいを要する方となっております。これは、インフ

ルエンザワクチンの定期接種と同じＢ類疾病の要件

でございまして、年１回の定期接種となります。 

 今回の接種見込みにつきましては、公費負担で実

施をいたしました昨年度までの新型コロナウイルス

ワクチンの接種状況から、対象者のおおよそ４割の

方がワクチン接種を希望されると見込んでおります。

なお、インフルエンザ等のＢ類定期接種の自己負担

につきましては、接種費用の概ね３割程度を自己負

担していただいておりまして、県内もほぼ同額の2,000

円の負担となっております。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  都市建築課長、近藤保博君。 

○都市建築課長（近藤保博君）  第29号議案のうち、

建築物安全ストック形成事業費についてお答えいた

します。 

 今回の補正予算につきましては、耐震要件を満た

さない木造住宅を耐震補強する際の耐震改修補助金

に係る補正を行うものでございます。 

 本年１月の能登半島地震後は、木造住宅の耐震診

断や耐震化に関する相談が増えておりまして、直後

の１月には８件の問合せがあり、市報に掲載後の本

年４月以降には12件と、市民の皆さんの関心が高まっ

ているというふうに感じております。 

 今回の補正を行う耐震改修補助金については、過

去３年間申請がありませんでしたので、本年度は１

件分のみを予算措置しておりましたが、１件は既に

交付決定し、そのほかにも実施要望がありましたの

で、もう１件分を追加するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  １番の交付金が約200万円減

額というのは、一言で言うならば、真木地区に計画

しているレストランの建設の事業の面積が減ったこ
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とによって減額されるということと思うんですけど

ね。その当初予算を組む時と、なんで今面積が減る

ということになったのか、それがちょっと分からな

いんですけど、簡単に説明してください。 

○議長（安東正洋君）  農業振興課長、川口達也君。 

○農業振興課長（川口達也君）  交付金の減少の関

係ですけれども、今回、施設の設計に当たりまして、

設計の内容を固める段階で、施設における調理室、

それからそば打ちのスペース、客席のスペース、そ

してまた、居宅のスペース等の配置、それから間取

り等を詳細に協議していく結果、若干ですけれども、

14平米ほど面積が減ったということになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  当初予算を３月議会に提案

する段階では、その面積などは、いつ市長を含めた

決定になっておって、今度こういう形で面積が減っ

たのでね、国からの補助金が減るというのは、いつ

決まったんですか。もう実施設計した後でこうなっ

たということですかね、ちょっと普通考えられんで

すよ。３か月で変更したというのは、何で変更した

のかですね、あと歳出の関係でもう少し質問します

けどね、いつかという、実施設計によってそうなっ

ているかと。 

○議長（安東正洋君）  農業振興課長、川口達也君。 

○農業振興課長（川口達也君）  時期的なものと申

しますと、この実施設計をしている段階で変更が生

じてきたということでございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  歳出のほうでやりますんで

ね。 

次はですね、前年度からの繰越金のことでね、財

政課長は簡潔な答弁で非常に分かったと思うんです、

市民の皆さんもね。あと一言で言うならば、１億八

千百三十何万円は、今後の補正予算の財源として使

えるということですわね。だから私はやっぱり有効

活用というのが大事ですわね。 

 だから、それはただ市長の権限だけじゃなくて、

議会の承諾を得ないとやれないことやから、やっぱ

り、今度の一般質問でも議論しますけれども、これ

だけ物価高騰が続いて、市民の生活は大変なんだか

ら、広く市民の声に応えてね、やっぱり有効活用を

してもらいたいということを、意見として述べてお

きます。 

 次に行きます。 

 次は、コロナのワクチン接種の問題なんですが、

今聞いて分かったんですけども、65歳以上の方と、

それからその他60歳から64歳の方の対象者ですね。

全部で65歳以上の高齢者が8,341人おる中で、ワクチ

ン接種見込みで3,200人と。免除者がおりますね、免

除者というのは生活保護者だと思うんですけれども

ね。 

 だから、再質疑で聞きたいのはですね、今の予算

で、65歳以上の高齢者に対してですね、何パーセン

トの接種率を見込んでいるのかね。それを５類に変

わりまして、インフルエンザと同じ扱いになったん

ですけれども、インフルエンザの実績で見たらです

ね、昨年の分の実績は分かると思うので、昨年の分

はこうなんだけども、今度のコロナについてはこう

なんだと、この差があるのかね。インフルエンザよ

りもコロナのほうが多目に見とるのかどうかを聞き

たいんですよ。 

 同時にですね、やはり財源的な問題でね、これで

見たら、もらっている資料によりますと、１人当た

りが１万5,300円かかるうちに、助成額が8,300円、

市の負担が5,000円、自己負担が2,000円となってい

るんですよ。 

 補正予算の中でも、だから国からその他の項目で

2,656万円入ることになっているんですけども、この

関係で、これは財政課長が詳しいと思うんだけども、

地方交付税で今回５類になったことでですね、コロ

ナの関係の予防接種において、豊後高田市にどれく

らい財源措置があるのかね、総額で言ったらどれく

らいなのか。それからこの2,656万円というのは、あ

くまでもここに出しているように、3,200人を対象に

した基礎になっているのかどうかですね。 

 それからもう一点ですね、インフルエンザは５類

で、高齢者に対しては1,000円負担でやれているのに、

今度は2,000円だと、全県的に2,000円だということ

なんですけどね。これはあくまでも市町村で一般財

源を使ってやればゼロにすることもできる。私は今、

ゼロにしよと言っているんじゃないんです。せめて

ね、インフルエンザと同じ扱いをしたほうが、接種

率が高くなるんじゃないかと思うんですけど、その

辺市長も含めて検討した結果なのかどうなのかです

ね。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  健康推進課長、近藤直樹君。 

○健康推進課長（近藤直樹君）  それでは再質疑に
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お答えします。 

 まず、インフルエンザの昨年の実績でございます

が、それと比べてどういうものなのかということで

ございます。 

 令和５年度のインフルエンザの実績が4,878名おら

れまして、今回コロナワクチンの接種に関しまして

は3,200人という形になっております。これは高齢者

の65歳以上の人口に関しましては38.4％、約４割の

方が対象となります。 

 インフルエンザのワクチン接種については、概ね

高齢者の６割程度の方が接種しておりますので、そ

れに比べて今回コロナのワクチンに関しては、当初

１回目の接種が非常に多くありましたけれど、徐々

に減ってきております。そういった減少率を換算し

て3,200人というふうに決めておるものです。 

 それから、あと個人負担の2,000円についてでござ

います。これは検討したかということでございます

が、Ｂ類の定期接種に関してはインフルエンザ等も

ありますけれど、概ね接種費用の３割程度を自己負

担していただいているという状況がございます。イ

ンフルエンザのワクチンのワクチン単価、それから

コロナウイルスのワクチン単価と金額に差がござい

ますので、接種費用の３割に当たる部分について

2,000円の負担をいただくということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  財政課長、伊藤昭弘君。 

○財政課長（伊藤昭弘君）  お答えいたします。 

 まず、その他の財源2,600万少々の分につきまして

は、国の交付金を基金に積み立てた管理団体である

一般社団法人からの助成金でございます。 

 この内訳としましては、コロナのワクチン単価が

上がるであろう１回につき8,300円の助成金を市に頂

けるという見込みとなっております。 

 そして、普通交付税についてどうなっているかと

いうお話ですけれども、まだ令和６年度の普通交付

税が決定されておりませんので、その金額に幾ら含

まれているかというのはちょっと分からないんです

が、国の示した資料によりますと、その8,300円を差

し引いた残りの7,000円に対して、概ね３割を措置す

るというふうに示されております。大体の内容はそ

ういう状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今、２人の答弁を聞いてで

すね、財源措置と分かるんですけれども、自己負担

をインフルエンザでしたら65歳以上1,000円で、大体

大分県はみんないっていますわね。だからこちらも

1,000円にしても、あと300万円ほどあればですね、

一般財源を使えばやれると思うので、地方交付税が

幾らになるかというのはまだ決まっていないそうで

すけどね、地方交付税措置の中から運用すれば、一

般市民との関係でも無理がないので、市長、コロナ

の予防接種についてもインフルエンザと合わせて

1,000円にすることはできませんかね。市長の見解を

聞きたいんですけども。 

○議長（安東正洋君）  健康推進課長、近藤直樹君。 

○健康推進課長（近藤直樹君）  それでは、自己負

担を1,000円にできないかというご質疑につきまして

は、先ほど来申し上げましたインフルエンザ等のＢ

類定期接種については、あくまでも個人の重症化を

予防する目的とされておりますので、接種に関して

は自己負担が原則であります。 

 それに対して、先ほど申しましたように、ワクチ

ンの単価の３割程度をご負担をいただいております

ので、そういう形に３割程度の負担をいただくとい

うことになります。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  もう時間がないので、もう

それ以上言いませんが、実施時期は秋になりますの

で、それまで市長、充分検討してですね、やっぱり

高齢者の健康を守るという点で、自己負担は2,000

円じゃなくて1,000円にするぐらいね、検討してもら

いたいということを要望しておきます。 

 次は、４項目めの事業費800万円引上げの問題につ

いてです。 

 不思議に思うのはですね、建物の面積を小さくし

たわけですね。床下面積を小さくしたために約200

万円国からの補助金が減るのに、なぜ工事費は800

万円上がるかというのをちょっと答えてもらえませ

んか。 

 それからね、さっきの説明でバスが進入する道路

を拡張するんだと、工事費は約300万円で出ています

わね。私、昨日現場を調査してみましたが、この予

算でいったら約300万円提案しているんですけども、

どちらを買収するにしても買収費用が要るし、建物

がどちらもありますから建物の補償費が要ると思う

のでね、300万円でいかないと思うんだけど、あと、

買収費や補償費というのは、また後で追加で出して
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いくんですか。当初予算、今度また800万円、その次

また何百万というように、小出しでやるという方法

なんですかね。その辺どうかということをちょっと

説明してもらいたいのとですね、それから、３回し

か質疑できないのでね、項目ももう二、三個やりた

いんですよ。 

これで行きますとね、今、分かっているだけでも

総事業費が今回6,917万円になりますわね。前回の予

算審査特別委員会で私が質問したときの記憶では、

ここにレストランと併用した売店を造ると、それか

ら住宅にもするということなんですけども、この農

山漁村イノベーション等整備事業というのは、農林

省を調べてみましたら、年間かなりの予算を組んで

いますわね、こういう事業をやれという参考例が出

ているんですけども、やっぱりあくまでもこの事業

をやることによって、その農村地域の活性化になら

ないかんとね、農業振興につながらないかんちなっ

ているんだけども、今回のこれだけの約7,000万円の

事業をやることによって、地域の活性化、田染地区

の農業振興にどう効果が期待できるのかね、ぜひ期

待したいと思うんですけど、その辺どうなのかね。 

 それからレストランを造るというんだけども、あ

るいは売店を造るというんだけども、私は同じやる

のならば、地元でできた農産物を直売するというね、

地元の農家に対しても何かできる形をとるべきだと、

そういうことになっているのかどうかね。 

 それから、今回予算が可決したら、完成して稼働

するまでのスケジュールはどうなのかね、簡単でい

いです。 

 それから、この約7,000万円の建物が誰の所有か、

あくまで豊後高田市の所有と思うんだけどね、その

運営、管理、家賃などについては、もう今から何か

考えがあるのかね。でないと、約7,000万円の事業と

いうのはね、市民がやっぱりなかなか理解しにくい

と思いますので、簡単に説明してもらえませんか。 

○議長（安東正洋君）  農業振興課長、川口達也君。 

○農業振興課長（川口達也君）  それでは、農業予

算の歳出の関係になりますけれども、まず交付金が、

歳入が200万円減になる中で、800万円上がるかとい

うことですけれども、先ほど申しましたように、今

回の増額の内容というのが、進入路の拡張、それか

ら地盤強化等が中心になっておりますので、結果と

して、交付金が先ほど申しましたように面積に応じ

て入ると、交付されるということでありますので、

歳入は減りますけれども、歳出については交付金の

直接の算定対象という項目ではありませんので、ど

うしても歳出が単純に800万円ほど増になるという仕

組みとなっております。 

 それから、パスの進入路の関係ですね。今後、用

地の購入とか補償はどうなるかということですけれ

ども、例えば市内のほうから山側のほうに向かって

いく場合に、右手に真木大堂がございます。左手に

左折をする形で入ってきますけれども、昨年度の予

算におきまして、左折をする際に両脇に、手前のほ

うに建物があって、奥側に空き地と申しますか空白

の土地があります。県道改良の関係で残地だと思い

ますが、一応、昨年度の予算で、その奥側の残地と

申しますか、空き地の部分を購入させていただいて

おります。 

 その部分を使って進入路を拡張していくというこ

とで、進入路拡張に関して、今後、追加の予算等々

が出てくるということはございません。 

 それから、6,900万円というこれだけの費用を投資

して、レストラン・直売場等を造っていくわけです

けれども、もちろん、このレストランについては本

市の農産物の代表的な特産品であるそばを活用して

まいります。 

 その施設内につきましても、直売場スペース等は

設置することとしておりますので、もちろん、先ほ

どの質疑の中で、地元の農産物とか、そういうもの

も取り扱えばということでご意見がありましたけれ

ども、もちろん、そういうことを含めて地元の田染

地域の物とか、周辺の地元の産物等も含めて販売を

していきたいというふうに思っております。 

 また、このそばを活用して、周辺には、当然、真

木大堂も、そして、富貴寺、それから、小崎の農村

景観等々地域資源もございますので、このそばを中

心に、滞在時間も――食べていただくということを

含めて、滞在時間を延ばす中で、周辺地域農村の活

性化を図っていきたいというふうに考えております。 

 それから、今後のスケジュールの関係ですけれど

も、現在、この場所につきましては、埋蔵文化財の

包蔵地域というふうになっておりますので、この工

事等を含めてですね、県の教育委員会等の許可も必

要となってまいります。隣の真木大堂もありますの

で、いわゆる景観上のマッチング等も含めまして、

現在、県の教育委員会等と協議をしております。 

 この協議を受けた後に工事着工となりますけれど

も、概ねですけれども８月中・下旬ぐらいから工事

の着工に入る――協議の結果次第ですけれども、８
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月の中・下旬ぐらいから工事の着工に入っていける

のではないかと、もちろん年度内に完成をというこ

とで進めているところです。 

 それと、運営管理、家賃等についてですけれども、

運営につきましては、一応、そば店を運営する方に

つきましては、予算審査特別委員会でもご説明しま

したように、現在、田染地域で活動している地域お

こし協力隊員を考えております。 

 この協力隊員につきましては、地域での活動と併

せまして、現在、市のそば道場のほうでそば打ち職

人の養成講座を受けていただいております。ちょう

どこの４月の段位試験で３段を取得できましたので、

この方を中心に運営をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 それから、家賃等についてということですけれど

も、一応、家賃の算出につきましては、先ほど申し

ました今回の財源、いわゆる国の交付金、それから、

今回この事業につきましては、辺地債、いわゆる80％

交付税算入がされるという起債ですけれども、そう

いうものを充てて事業を実施しております。 

 こういうところの交付税算入分、それから国庫分

を除いて、市が負担をした分を中心に、家賃を設定

していきたいというふうに、今現在では考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間がありませんので、も

う次に行かざるを得ません。 

 あと、肉用牛担い手確保事業なんですけども、今

回約339万円の追加ですわね。これで見ましたら、当

初予算で約562万円組んでいますのでね、合わせて902

万3,000円になると思うんですが、この対象になる人

は何件なんですかね。 

 豊後高田においては、私たちの記憶では、肥育牛

などは大分県の中で生産量１番とあるんですけども、

もう高田の場合、今、畜産関係というのは、やっぱ

り農業振興で大きな貢献をしていることになるんで

すかね。新規就農者ですかね、これ。ちょっと説明

してもらえませんか。 

○議長（安東正洋君）  農業振興課長、川口達也君。 

○農業振興課長（川口達也君）  ５番目の肉用牛担

い手確保事業の関係ですけれども、当初予算で計上

しておりましたのは１件です。今回、さらにもう１

件を追加して、全体で２件というふうになってまい

ります。 

 この肉用牛の担い手確保事業につきましては、基

本的には対象は新規就農者のみというふうになって

おりますので、新規就農者のみが対象と、この事業

についてはですね。ですので、このお二方とも基本

的には新規就農者です。ただ、当初予算で計上され

た方につきましては、昨年、新規就農されてという

ことになっています。 

 この事業につきましては、３年間継続というふう

になっておりますので、当初予算で計上した方は、

昨年、新規に就農されてこの事業の２年目に当たり

ます。 

 今回追加したのは、新たに新規就農予定を考えら

れている放牧事業で、新規就農予定を考えられてい

る方を今回お一人追加するということになっており

ます。 

 以上です。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間があと19分になりまし

たのでね、第２の第31号議案については取り下げま

す。 

 次は、第34号議案の立地企業従業員用住宅条例の

一部改正についての質疑ですが、私の記憶では、佐々

木市長に変わったときだったと思うんですけども、

入居者が少ないということで、これまでは入居した

ら５年間という期限があったけど、これを10年間に

延長すると。それから家賃が４万円だったけど、３

万5,000円に下げるという提案があってですね。そう

すれば入居者が増えるということだったんだけども、

今日もらった資料によりますと、現在、入居者が１

世帯しかないという状況ね。 

 これを今回条例改正することによって、全部で８

世帯分の住宅なんですけど、これが埋まるというめ

どが立つのかどうか。もう簡単でいいですから、な

るべくフル回転してもらって、移住・定住対策につ

なげてもらったらと思いますので、私はこの改正に

は賛成しますので、簡単に答えてください。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

第34号議案、豊後高田市立地企業従業員用住宅条例

の一部改正についてのご質疑にお答えいたします。 

 この立地企業従業員用住宅は、大分北部中核工業

団地の従業員用住宅として、犬田地区に鉄筋コンク

リート２階建ての３ＬＤＫ８戸を、平成18年度に供

用を開始いたしました。 
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 当初は高い入居率を誇っていましたが、近年は民

間の賃貸物件が増加したこと、分譲宅地の整備が進

んだことなどにより、令和元年をピークに入居率が

減少傾向にあり、空き室が目立つ状況となっており

ます。 

 その一方で、市内へ進出した企業では、独身者や

近年増加している外国人技能実習生等の社員の住宅

不足が顕著であり、中津市から実習生を送迎する企

業もあるなど、独身者や外国人の住宅確保が喫緊の

課題となっています。 

 こうした状況を鑑みまして、本市に進出してくれ

た企業のニーズへの対応と、本市への定住促進を図

るため、今回、条例改正をするものでございます。 

 具体的な改正内容についてでございますが、入居

の対象者を大分北部中核工業団地に立地する企業か

ら、市外から本市へ進出し立地する企業へとし、対

象を拡大いたします。これにより、市内への進出企

業は全て対象となります。また、これまで親族との

同居を入居要件としていましたが、例外として単身

者でも入居ができることとします。 

 さらに外国人の皆さんが安心して入居できるよう、

入居者個人ではなく企業が賃貸できる特例を設け、

１戸当たり３人まで居住できるようにいたしたいと

思います。これによりまして立地企業従業員住宅の

有効活用と定住促進を図ってまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  答弁が長くなりましたね。

原稿があるから、そのまま行きますからね。あと15

分になりましたけどね、なるべく簡潔に答えてもら

えませんかね。私も簡潔な質疑をします。 

 第５号報告について２点質問です。 

この内容は、国民健康保険税の最高限度額を現在

104万円ですが、もう２万円上げて106万円にすると

いう内容を含んだ条例改正を、議会に提案をして、

議会の審議、議決ではなくて、市長の専決で今年の

３月30日に、もう議会で議決したと同じ権限を持つ

方法でそれを行っているという問題なんです。 

 やはり専決処分というのはですね、なるべくしな

い方向にしてもらいたいと思いますし、私の調査で

は今回については、３月議会に提案することができ

たんじゃないかと思うけど、なぜ３月議会に提案し

ないでね、市長が決定をして、あと議会に事後報告

という方法を取ったのか、今後改めてもらいたいの

で質疑をします。 

 ２つ目はですね、今回最高限度額が106万円に上が

るんです。私、ゆうべ調べてみましたら、佐々木市

長になってからほぼ毎回のように値上げしまして、

この間、佐々木市長の間だけでも17万円の値上げに

なっているんです、今回の分を足しましたらあるん

です。もともと所得の割に国保税の税率が高いため

に、僅か800万円ぐらいの方が106万円の国保税にな

るという事態なんですよ。 

 市民の国保の負担を下げるためには、やっぱり市

長も政治力を発揮して、国から市町村に対する負担

金を増やす以外これは片付かない。あるいは、今た

め込んでいる金を使って引き下げる方法を取ればい

いのに、引き下げをやらなくて、また上げるという

ことでね、今回また２万円上がるということについ

て、市民は影響ないと思うのか、どういう――それ

は市民はやっぱ困るだろうという認識なのか、その

辺ちょっと簡単に説明してください。 

○議長（安東正洋君）  保険年金課長、佐々木真治

君。 

○保険年金課長（佐々木真治君）  第５号報告、豊

後高田市国民健康保険税条例の一部改正に関するご

質疑にお答えします。 

 最初に、今回の条例改正は国の令和６年度税制改

正大綱に基づき、国において地方税法施行令の一部

を改正する政令が本年３月30日に公布され、４月１

日から施行されることに伴いまして、政令で改正さ

れる内容について早急に条例改正を行う必要が生じ

たため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、本議会で報告を行うものでございま

す。 

 ご質疑の３月議会に提案できなかったかというこ

となんですけども、先ほどもご答弁しましたとおり、

今回の条例改正の基となりました改正後の地方税法

施行令の交付が３月30日でありましたことから、政

令の交付を行われていない段階で、３月議会に条例

改正案の提案を行うことは適当でないと考えたとこ

ろでございます。 

 それから、次に、条例改正による課税限度額の引

き上げの影響についてでございます。 

 資料にもお示しをしておりますけども、今回、後

期高齢者支援金分の課税限度額が22万円から24万円

に改正されることによる影響世帯数としまして、令

和５年度の課税状況を基に、本年２月末現在の状況

で試算した場合、改正前の課税限度額であります22
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万円を超え、改正後の課税限度額である24万円未満

の世帯数が２世帯、改正後の限度額24万円に到達す

る世帯が29世帯、合計で31世帯が影響する見込みと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  答弁が長いんですね。あと

時間がないんですよね。質問通告をちゃんと出して

いるんで、全部質疑をしたいんですけどね。 

 今の答弁でもね、１番目の専決処分の問題でね

ちょっと違うんじゃないですか。私は専決処分をし

なくても３月議会でやれたんじゃないかというのは、

厚生労働省の保険局長の通達を見ますと、今年の１

月26日付けでそれぞれ県知事宛てに出しておりまし

て、市町村に徹底せよという文書がありますわね。

これはもう１月26日に出ているんですよ。その文書

を持っていないんですか。３月30日に決まったんで

はないでしょ。だから、よそを――全国を私調べて

みましたけれどね、もう３月議会でかけたところ随

分ありますよ。 

 もう一つはね、その文書の中で、改定の趣旨にお

いてのところで、市町村においてこれまで同様にそ

れぞれの保険賦課に対する実情に応じて、引き上げ

の幅についても引き上げの時期についても、その国

の言うとおりにせんでもいいよと書いてあるんです

よ。だから全国調べましたけどね、今度の改正は来

年に回そうというところがだいぶありますわね。そ

れぞれやれるんですよ。 

 高田の場合は、私は何度も何度も市民の所得の割

に国保税が高いから引き下げよと、本当は３月議会

に引き下げる条例を出すべきだったんですよ。それ

を出さないで、ただ市長が専決処分でやって、議会

は事後承認してくれ、こう言われたら問題だと思い

ませんか。私が言う通達が１月26日に来てないです

か。 

○議長（安東正洋君）  保険年金課長、佐々木真治

君。 

○保険年金課長（佐々木真治君）  それでは再質疑

にお答えいたします。 

 条例改正のタイミングにつきましては、それぞれ

の自治体で考え方があると思いますけども、本市に

おきましては先ほどご答弁しましたとおり、政令が

交付された後の条例改正ということでさせていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  今言うごと令和６年の１月

26日付けで厚生省から知事宛てに文書が来て、知事

に対しては市町村に直ちに徹底せよという文書があ

る。それが届いてないんですか。届いた中に、私が

述べたようなことを書かれているんですよ。もう決

定したんだから、それぞれがね。その時期について

も、率についてもそれぞれのところで判断してやれ

となっている。ところが専決処分しろとなっていな

いんですよ。そのことが文書をもらってないですか。 

○議長（安東正洋君）  保険年金課長、佐々木真治

君。 

○保険年金課長（佐々木真治君）  再々質疑にお答

えいたします。 

 先ほどご答弁いたしましたとおり、通知の関係が

あるかもしれませんけども、私どもは施行令が改正

された後のですね、交付された後の条例改正という

形でさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安東正洋君）  大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  もう時間がないからね、ま

た今度機会を見て、また議論をしますけどね、何で

もかんでも国が国がと言いながら、こういう大事な

問題については国の通達どおりやっていないことが

問題なんですよ。市長、少し国保について勉強をし

てもらってね、高田の場合はもう税率を引き下げる

と、中津は今度約10％引き下げたんですよ。引き下

げてもやれるでしょう。そのことを強く求めて質疑

を時間がありませんので終わります。次に行きます。 

 次は、報第５号のまちづくり会社の経営状況の中

で、私が毎年問題にしているチームラボギャラリー

の真玉海岸の運営状況、それから昭和の町の運営状

況、長崎鼻の運営状況についてなんですが、時間が

ありませんので一言で言うならば、計算しましたら

この資料で赤字が1,000万円を超える数字になってい

ますわね。私が計算しましたら1,074万円の赤字なん

ですが、これ、そのうちに実際に市の一般財源から

財政負担がどれだけやっているのかですね。 

 この真玉海岸にあれだけのゆうひテラスの施設を

造りましたけど、これによってチームラボギャラリー

の真玉については観光客が本当に増えている状況に

なっていないでしょ、入場が。資料をもらったけれ

ども、この経営状況についても一つ一つのものじゃ

なくて、真玉と昭和の町を合わせたものになってい

るんですけども、真玉だけで言ったら大幅赤字では
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ないかと思うんですけど、その辺はどうなのか市民

の前に明らかにして、私はこれ以上続けて何か観光

振興に役立つと思うのかと、それよりも真玉につい

ては廃止をすべきと思うんだけど、その辺どうでしょ

うか。 

○議長（安東正洋君）  市参事兼商工観光課長、河

野真一君。 

○市参事兼商工観光課長（河野真一君）  それでは、

報第５号、豊後高田市観光まちづくり株式会社の経

営状況報告のうち、チームラボギャラリー等の運営

状況についてのご質疑にお答えいたします。 

 世界的なデジタルアート制作会社であるチームラ

ボが手掛けたチームラボギャラリー真玉海岸、チー

ムラボギャラリー昭和の町、そして福岡のアート制

作会社が製作し、第25回文化庁メディア芸術祭アー

ト部門で大賞を受賞した長崎鼻のデジタルアート

ギャラリー、不均質な自然と人の美術館は、本市の

観光振興における新たな魅力の創出とブランドイメー

ジの向上の観点から重要であると考えております。 

 現在の経営状況についてでございますが、まずチー

ムラボギャラリー真玉海岸につきましては、真玉海

岸恋叶♡ゆうひテラスの完成というプラス要因はあっ

たものの、真玉海岸での潮干狩りの禁止と令和４年

の機器のリニューアルの効果が弱まったことから、

入館客は前年に比べ減少し、収支状況も厳しい状況

が続いているため、本年度より収支改善のため入館

者の少ない毎週火水木の３日間は休館日として経費

の軽減を図っております。 

 次に、チームラボギャラリー昭和の町につきまし

ては、昭和ロマン蔵の中にあり、昭和の町への観光

客の復活により、入館客は前年に比べ増加しており

ますが、やはり収支は厳しい状況でございます。 

 最後に長崎鼻の不均質な自然と人の美術館でござ

いますが、文化庁の賞を受賞するなど芸術性の高い

展示内容でありますので、その芸術性の高さを生か

すべく九州各地のギャラリーや美術館等に対する情

報発信により一昨年は増加しましたが、昨年は減少

に転じ収支も厳しい状況であることから、チームラ

ボギャラリー真玉海岸と同様に、本年度から入館者

の少ない日は休館日として経費の軽減を図っており

ます。 

 今後の運営についてでございますが、いずれの施

設につきましても他地域にはない特徴的な観光資源

であることから、冒頭にも申し上げましたように本

市の観光振興における新たな魅力の創出とブランド

イメージの向上の観点からも重要と思われます。 

 国におきましても、観光分野を地域振興の重要な

産業として位置付け、積極的なインバウンド観光客

の誘致を進めておりますので、本市におきましても

順調に増えつつあります。こうした流れを活用すべ

く個性豊かなデジタルアート施設について、インバ

ウンド向けの情報発信を強化し誘客促進に努めます。 

 また、現在、長崎鼻で進めている新たな宿泊施設

の整備による相乗効果が見込めますので、さらなる

誘客対策を進め経営の安定化を目指してまいりたい

と思っております。 

 次に、市からの補助金は幾らかというご質疑です

が、チームラボギャラリーと長崎鼻デジタルアート

の３つの施設の運営につきましては、市からアート

による新たな観光拠点づくり事業補助金といたしま

して、昨年度実績で721万3,000円を支出しておりま

す。なお、チームラボギャラリー真玉海岸と昭和の

町の収支状況でございますが、トータルで考えた場

合、収支はどちらもあまり変わらないというような

状況でございます。 

 以上でございます。（○16番（大石忠昭君）  残念

ながら時間がないので終わります） 

○議長（安東正洋君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております第29号議案から第

35号議案まで及び第３号報告から第５号報告までに

ついては、お手元に配付いたしました議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしま

す。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、６月17日午前10時に再開し、一般

質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時02分 散会 
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